
７水管第 2916 号 

令和８年２月 20 日 

水産政策審議会 会長 

佐々木 貴文 殿 

 農林水産大臣 鈴木 憲和 

資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第 1982 号）の一部変更（本則

の変更、くろまぐろ（大型魚）、すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日

本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、す

るめいか、まさば及びごまさば対馬暖流系群並びにぶりの別紙２の変更、す

けとうだら日本海北部系群の別紙４の変更等）について（諮問第 496 号） 

 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 11 条第５項の規定に基づき、資源管理基本方

針を別紙のとおり変更したいので、同条第６項において準用する同条第３項の規定に

基づき、貴審議会の意見を求める。 
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